
 

 

事業名  

概 要 

 

ここが 

ポイント 

◆国産木材の使用に優れた建築物等を

 表彰する制度を新設し、国産木材のさ

 らなる利用促進につなげます。 

◆令和４年１０月２７日に開催する「みな

 と森と水サミット 2022」で受賞者を 

 表彰します。 

事業費 － 

 

課 長  地球温暖化対策担当  瀧澤 

☎   ０３－３５７８－２４９３（直通） 

係 長  環境課 地球温暖化対策担当  渡邉 

☎   ０３－３５７８－２４７９（直通） 

資料 4 

令 和 4 年 １０月 １８日 

港 区 区 長 記 者 発 表 

問合せ 

「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰」を新設し、 

全国の協定自治体と連携して国産木材の利用を一層促進します！ 

 区では現在、全国７９の自治体と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」

を締結し、「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度(※)」を通じて、区内の建築物等にお

ける協定木材を含む国産木材の利用促進を図っています。 

 

※会場とオンラインのハイブリッド開催 

◎開催日時   令和４年１０月２７日（木曜） 午後２時～４時４５分 

◎会   場   港区立エコプラザ（港区浜松町１－１３－１） 

◎プログラム   港区長挨拶、林野庁挨拶、新規参加自治体の紹介、 

◎プログラム   みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰、協定自治体との意見交換 等 

 

 みなと森と水サミット２０２２ 開催概要 

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰の概要 

■対 象  「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」で認証された建築物等 

■表彰の種類 

最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞、テナント店舗特別賞 

※第１回目となる令和４年度の表彰では、認証制度が開始された平成２３年１０月から令和４年３月３１日 

  までの１０年間に認証された全１９４件の民間建築物の中から２７件を選定しました。 

令和５年度以降の表彰は、前年度に認証された建築物（年３０件程度）の中から各賞を選定します。 

 

■選定の観点 

協定木材及び国産木材の使用方法が公開性や視認性、デザイン性に優れ、制度の発 

信に貢献しているか、協定木材の利用に積極的に取組んでいるか、など 

■選 定 方 法  協定自治体による投票 

 区では平成１９年から毎年、協定自治体の首長が一堂に会し、協定木材及び国産木材の活用

促進等についての意見交換を行う「みなと森と水サミット」を開催しています。今年からサミッ

トの場で、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰を行います。 

 国産木材の一層の利用促進を図るため、令和４年度から、国産木材を使用した区内

の建築物等を表彰する「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰」を新設しました。

  (※)みなとモデル二酸化炭素固定認証制度 

 公共施設・民間建築物等における協定木材（協定自治体から産出された木材）または国産合法

木材（林野庁のガイドラインにより合法が証明された国産木材）の使用量に相当する二酸化炭素

固定量を、区が認証する制度です。平成２３年１０月から取組を開始しました。 

都市と地方が連携して地球温暖化防止を目指す、日本で唯一の取組です！

協定木材を示す uni4m 

(ユニフォーム)マークが目印


